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近年における行財政改革のもとで，各省の予

算は，一律の概算要求基準によって制約され，

構造的に拡大せざるをえない厚生者関係の予算

編成は，若干の例外を認められるにしても，格

別に離しい状況の中におかれてきた。そして，

昭和60年度予算の編成においては，高率国庫補

助金の一割削減と，その地方財政への肩代わり

が強行され，社会福祉関係者に衝撃を与えた。

最近における「福祉見直し」の動きのなかで，

福祉水準の切り下げを結果するという不安が，

正しい意味における社会福祉改革を求めようと

する人々の間にも増幅させている。

高齢化の急速な進行が不可避である以上，長

期的展望にもとづき，不合理な面を是正し，公

平化を図るなどの観点から，年金制度や医療制

度の改革が進められ，費用の抑制が計られるこ

とは，当然のことといわなければならない。こ

れに対して，社会福祉制度は，むしろ拡充整備

されなければ，21世紀の高齢社会に対応できな

い。社会福祉は，今や基本的に改革されるべき

であるが，この改革にあたっては，一方におい

て福祉サービスの利用者に負担を求めるととも

に，それ以上に，福祉の基盤と条件の整備のた

めの公費負担の増大を必要とするのである。

このような意味において，本懇談会は，社会

福祉制度の改革について，根本的な改革構想を

描きたいと考えているが，同時に，財政的見地

のみから社会福祉の抑制縮減が求められること

を，深く憂慮する。改革の基本構想については，

今後十分な時間をかけて明らかにしていくが，

当面の費用の節減が，拡充すべき施策の中断，

利用者負担の不当な増加，さらには地域格差の

拡大など，不幸な結果を招来することを憂い，

昭和61年度予算の編成をめぐって緊急に提言し

たい。

1．いわゆる高率補助金の問題について

上記の高率補助金の一割削減は，昭和60年

度に限られた暫定措置とされているから，昭

和61年度においては，これに代わる何らかの

対応策が講じられるものと考える。

この場合，高率国庫補助金は，一律に考え

られるべきではなく，補助金として一括され

るものの中には，国家の基本的責任を地方自

治体に委任して果たすものから，単に助成し

奨励するためのものまで，性格の異なるもの

を含んでいること，さらに，機関委任事務に

しても著しい軽重の差があることを銘記して

考慮されたい。

2．生活保護の問題について

国民の最低生活を保障する公的扶助として
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の生活保護は，すぐれて国の責任の重い制度

であり，国と地方の負担の比率を変更し，地

方負担を大きくするということは，その性質

上望ましくない。これによって濫給を是正し

ようという考え方もあろうが，それは枝葉末

節の技術的対応によって制度の本質を歪める

ものといわなければならない。

生活保護は，憲法第25条の精神を具体的に

担保するものとして，国が担うべき施策であ

り，その責任を軽減転嫁すべきではない。

3．社会福祉サービス分権化について

わが国においては，生活保護と福祉サービ

スが一括されて社会福祉とよばれることを伝

統としてきたが，福祉サービスは，今やすべ

ての階層の多様な要求にこたえるものに転換

してきている。また，隔離された施設に収容

する福祉から，地域福祉・在宅福祉が自明の

方向とされるようになっている。

したがって，社会福祉行政の実施責任は身

近な地方自治体に移管し，いわゆる分権化を

進めるべきである。そして，そのような視点

から必要な財源配分も検討されてよいが，こ

の結果，地域によって格差が生じるようなこ

とがあってはならない。地方自治体の財政の

格差を是正する措置をとることが，地方分権

化の前提条件なのである。

4．社会福祉サービスにおける

国の責任について

社会福祉サービスの分権化ということは，

社会福祉の行政目的やサービスの内容を，地

方まかせにするということではない。国とし

ては，社会福祉水準を全国的に確保する責任

があり，社会福祉サービスの体系化に必要な

研究・情報の提供，あるいは専門職員の養成

などの基本的条件を整える必要がある。

とくに，ホームヘルパーが西欧諸国の10分

の1程度の水準にすぎず，デイケア・セン

ターも全国で100を数えるにとどまり，老人

ホームも地域的に偏在し，都市では多くの待

機者がいるというような立ち遅れに対して，

国は年次計画を策定し，21世紀高齢社会に対

応しうる社会福祉の推進に努めるべきである。

5．社会福祉法人の強化について

また，社会福祉の推進にあたっては，公の

役割とともに民間の役割を明確に位置づけ，

民間の活力を生かすようにすべきである。

その民間活動を旺盛にするためには，この

活動の主体となる社会福祉法人を強化しなけ

ればならない。すなわち，各種の規制を緩和

して創意ある活動を奨励し，寄付金を受入れ

やすくするよう税制を改善するなどして財政

基盤を確立する道を開き，自主的な活動を醸

成するように助成すべきである。

以上のように，本懇談会は，社会福祉をめ

ぐる基本構想の討議の過程において，主要な

問題に限定した提言をまとめた。本懇談会と

しては，関係省が，今後の予算編成において，

この提言の趣旨を生かすよう望んでやまない。

社会福祉サービスの現状と将来を正しく検討

するかぎりにおいて，サービス利用者の公正

な負担増は当然と考えられるが，同時にまた，

はるかに多くの費用を投じて備えなければ，

明るい21世紀の社会は展望できないというこ

とを，最後に再度強調しておきたい。
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